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1
従
来
の
研
究
業
績
の
整
理
と
問
題
点

2

法
典
論
争
の
社
会
的
・
経
済
史
的
背
景

3

法
典
論
争
に
お
け
る
「
学
派
」
と
「
婚
姻
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
系
譜
的
構
造

4
民
法
典
論
争
の
法
史
上
の
意
義

ー
「
結
び
」
に
か
え
て
1

一
、
従
来
の
研
究
業
績
の
整
理
と
問
題
点

、
、
、
、

本
稿
は
、
明
治
二

0
年
代
の
法
典
論
争
ー
と
く
に
民
法
典
論
争
ー
の
先
学
の
諸
業
績
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
こ
の
論
争
が
、
明
治
二

0
年

代
に
再
編
・
強
化
さ
れ
一
―

-
0年
代
中
期
頃
か
ら
不
動
の
体
制
と
し
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
「
家
族
制
度
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
に
、
ど

の
よ
う
な
史
的
意
義
を
も
ち
え
た
か
を
考
察
す
る
。
こ
れ
を
、
論
争
の
「
機
能
論
」
的
考
察
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

民
法
典
論
争
に
つ
い
て
、
先
学
の
研
究
は
非
常
に
豊
富
で
あ
る
が
、
そ
の
圧
倒
的
に
多
く
が
、
法
典
論
争
の
「
性
格
論
」
に
終
始
し
て

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

目

次

松

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

本

二
五 暉←

男
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民
法
典
論
争
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
（
血
g
』
噂
だ
晶
旦
と
し
て
、
戦
前
に
は
星
野
通
「
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
」
（
曼
）
に

典
編
纂
史
の
一
環
と
し
て
の
法
典
論
争
史
」
と
詳
細
な
「
資
料
編
」
が
収
め
ら
れ

(a竺
這
呻
↑
編
）
、
更
に
詳
細
な
「
民
法
典
論
争
史
」

（
咆
）
も
あ
り
（
評
5
這
に
論
）
、
平
野
義
太
郎
「
明
治
法
学
史
に
お
け
る
一
学
派
」

(a戸
荘
頑
輝
戸
瓦
蒻
厨
畔
環
疇
鰈
這
恥
悶
濯
r
)
、
玉
城

肇
「
日
本
家
族
史
ー
明
治
以
後
」
（
昨
堕
峰
瑾
茎
輯
鰤
立
直
這
』
澤
」
）
な
ど
が
出
た
が
、
戦
後
の
業
績
は
多
く
、
平
野
「
日
本
資
本
主
義
の

機
構
と
法
律
」

(
3町
[
え
紅
環
構
Y

我
妻
属
法
典
論
争
に
お
け
る
家
族
制
度
」
（
↑
家
紐
五
墓
閤
亨
止
戸
j

環
Z
弘以
y

青
山
道
夫
「
日
本
家

族
制
度
の
研
究
」
（
翌
臣
讀
つ
青
）
、
宮
川
澄
「
日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て
」
（
翌
竺
贄
饂
翫

暉
緬
更
譴
紐
遵
加
詮
5
経
）
、
中
村
（
吉
）
「
法
典
争
議
に
つ
い
て
」
（
i
号
麟
造
輝
鰍
茫
噂
環
い
域
）
、
中
村
（
菊
）
「
旧
民
法
と
其
の

性
格
」
（
は
峰
環
距
襲
踪
襲
丑
環
遺
ぅ
）
、
田
中
実
「
法
典
争
議
と
福
沢
の
立
場
」
（
応
環
譴
庫
」
争
”
』
戸
輝
苫
勺
引
）
、

X 

X 

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

X 
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

.

い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
純
「
性
格
論
」
な
い
し
「
性
格
論
」
的
研
究
と
い
う
の
は
、
断
行
派
と
延
期
派
と
の
対

立
が
、
ど
う
い
う
学
派
的
・
又
は
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
を
意
味
し
た
か
と
い
う
論
争
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

（
こ
の
研
究
で
は
、
旧
民
法
と
明
治
民
法
と
平
、
そ
の
家
族
法
規
に
お
い
て
‘
)
。
そ
れ
は
、
断
行
派
が
敗
れ
旧
民
法
が
葬
り
去
ら
れ
た
と
い
う
事

い
ず
れ
が
若
干
の
進
歩
性
を
も
っ
て
い
た
力
と
い
う
対
比
も
利
用
さ
れ
る

で
あ
る

実
、
及
び
二

0
年
代
の
中
期
に
、
あ
の
よ
う
に
多
く
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
よ
っ
て
民
法
編
さ
ん
に
つ
い
て
の
論
争
（
虹
印
坪
環
填
嘩
）
が
白
熱

的
に
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
自
体
が
、
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
芸
瓢
庄
詞
虹
芦
=
項
紐
碩
）
の
再
編
・
強
化
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を

も
っ
た
の
か
を
問
題
と
す
る
「
機
能
論
」
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
機
能
論
的
研
究
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
法
典
論
争
の
性
格
決
定
に

よ
っ
て
、
明
治
二

0
年
代
の
日
本
社
会
の
法
制
上
、
社
会
経
済
上
の
状
況
に
正
確
に
「
論
争
」
の
事
実
を
位
置
ず
け
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、
当
然
な
が
ら
「
性
格
論
」
の
今
日
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
可
能
に
な
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
六

「
民
法

玉
城
「
法
典
論
争
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れ
ら
の
文
献
を
み
る
と
、

二
七

の
社
会
・
経
済
史
的
背
景
」
（
正
臨
団
直
兵
韮
嘴
鯰
琴
躙
這
↑
↑
索
）
、
熊
谷
開
作
「
民
法
典
論
争
と
そ
の
意
義
」
（
正
立
芸
辛
四
等
濱
准
酌
ユ
ー
「

讀
亡
、
中
村
（
菊
）
「
民
法
典
論
争
の
経
過
と
問
題
点
」

(Iii碑
酋
翌
「
四
広
噂
項
噸
う
）
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
に
も
、
法

（
と
く
に
、
中
村
菊
男
「
近
代
日
本
の
法
的
形
成
」
所
収
の
諸
論
稿
や
遠
山
茂
樹
「
民
法
典
論
争
の
政
治
的
考
察
」
志
林
第
一
。
こ

典
論
争
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
い
四
九
巻
一
号
や
手
塚
豊
氏
の
「
法
学
研
究
」
所
載
の
諸
論
文
な
ど
。
こ
れ
ら
は
略
称
を
用
い
ず
に
引
用
す
る
こ
と
と
す
る

「
性
格
論
」
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
「
機
能
論
」
の
展
開
と
い
う
点
で
は
、
．
右
の
平
野
論
文
と
、
玉
城
「
家
族
構

造
」
、
宮
川
「
社
会
・
経
済
的
基
礎
」
、

田
中
「
法
典
争
議
と
福
沢
」
、
熊
谷
「
民
法
典
論
争
の
意
義
」
を
除
け
ば
、

、
、
、
、
、
、

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
従
来
の
「
民
法
典
論
争
」
論
の
、
も
っ
と
も
公
平
で
適
確
な
批
評
者
的
立
場
を
示

さ
れ
た
熊
谷
教
授
に
お
い
て
さ
え
、
右
の
論
稿
に
お
い
て
、
法
典
論
争
が
家
族
制
度
の
再
編
・
強
化
過
程
で
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
し

た
か

(11家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
た
か
）
に
つ
い
て
極
め
て
簡
単
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

傍
点
は
す
。

前
掲
の
熊
谷
論
文
を
み
る
と
ー
（
べ
て
松
本
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

第
一
に
、
延
期
派
に
は
「
法
典
編
纂
そ
れ
自
体
に
反
対
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
」
「
こ
の
旧
民
法
が
生
れ
出
る
前
か
ら
民
法
典
の
出
現

を
さ
ま
た
げ
よ
う
と
す
る
反
対
論
の
底
流
が
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
」
を
確
認
し
（
匡
―
―
―
止
）
、
こ
の
よ
う
な
延
期
派
の
勝
利
に
終
っ
た
論
争

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

へ
の
評
価
は
、
「
第
一
草
案
か
ら
旧
民
法
へ
の
立
法
過
程
の
究
明
お
よ
び
旧
民
法
の
性
格
」
の
評
価
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

純
「
性
格
論
」
的
研
究
と
も
い
う
べ
き
従
来
の
学
者
の
問
題
意
識

(m酎
転
:
坤
痒

□這
）
を
批
判
す
る
（
二
戸
正
）
。

第
二
に
、
民
法
典
論
争
が
「
明
治
絶
対
主
義
の
矛
盾
」
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
．
。
「
明
治
維
新
は
革
命
で
は
な
か
っ
た
…
…
」
。

つ
ま
り
、
「
反
封
建
闘
争
を
た
た
か
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
耕
作
農
民
大
衆
や
都
市
民
大
衆
か
ら
発
し
」
た
が
、
「
革
命
を
成
就
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
ず
」
、
「
寄
生
・
手
作
地
主
層
と
政
商
資
本
家
群
を
階
級
的
基
礎
と
す
る
絶
対
主
義
体
制
」
の
形
成
過
程
で
、
零
細
自
作
農
が
没

落
し
、
と
く
に
自
由
民
権
運
動
に
敗
北
し
て
か
ら
は
、
多
く
が
農
地
を
失
い
「
政
治
的
発
言
も
団
結
力
も
」
弱
化
し
た
・
・
・
・
・
・
。
延
期
派
は

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

ほ
と
ん
ど
成
果
を
見
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．
生
活
の
窮
乏
」

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
国
民
生
活
の
窮
乏
を
と
り
あ
げ
て
立
論
の
基
礎
」
と
し
、

、
、
‘
、
、
、
、

で
行
わ
れ
た
こ
と
」
に
注
目
す
べ
き
だ
と
す
る
（
芦
示
ー
）
c

第
三
点
。
延
期
派
は
「
中
等
以
下
ノ
人
民
」
の
保
護
を
う
た
っ
て
個
人
主
義
法
制
を
批
判
し
「
人
民
共
同
ノ
利
害
ヲ
顧
」
み
る
べ
き
こ

と
を
強
調
し
た
(
-
戸
踪
紐
噸
応
嗜
麟
暉
這
霞
双
言
）
。
教
授
は
、
延
期
派
が
決
し
て
社
会
主
義
的
主
張
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

の
解
決
を
「
古
い
共
同
体
の
再
生
産
に
求
め
た
」
こ
と
、

ニ
八

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

民
法
典
論
争
が
「
『
大
部
人
民
の
不
平
』
を
抑
え
る
と
い
う
政
治
的
要
請
の
前

「
国
体
」
・
忠
孝
一
致
の
ド
グ
マ
が
そ
こ
に
必
然
的
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
跡
ず
け
た
。

「
国
民

こ
の
共
同
体
理
論
が
「
国
家
へ
の
帰
依
に
直
結
す
る
」
こ
と
、

第
四
点
。
断
行
派
が
、
「
法
典
ハ
社
会
ノ
経
済
ヲ
攪
乱
ス
ト
」
と
い
う
延
期
派
に
対
し
て
理
論
的
準
備
が
な
く
、
「
共
同
体
論
に
ま
っ
こ

う
か
ら
対
抗
せ
ず
、

か
え
っ
て
延
期
派
の
醇
風
美
俗
論
を
肯
定
し
、
そ
の
論
理
に
ま
き
こ
ま
れ
」
て
敗
北
し
た
こ
と
の
基
礎
を
、
教
授
は
、

①
延
期
派
の
勝
利
に
終
っ
た
第
三
帝
国
議
会
で
、

断
行
派
の
論
理
が
、
「
半
ば
封
建
的
・
半
ば
近
代
的
」
で
「
近
代
的
市
民
法
の
立
場
に
は
っ
き
り
立
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
点
に
求

め
る
（
早
鯉
）
。
フ
ラ
ン
ス
法
学
派
で
特
色
ず
け
ら
れ
る
司
法
官
僚
が
、
断
行
派
の
主
張
を
一
貫
し
た
の
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
法
典
を
輸
入

（
一
八
年
の
内
閣
制
の
「
発
足
に
よ
っ
て
政
権
は
統
一
の

す
れ
ば
司
法
官
僚
は
従
来
の
存
在
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
だ
」
と
す
る
方
向
に
向
っ
た
j

そ
れ
ま
で
「
フ
ラ
ン
ス
法
の
技
術

塩

鶉

認

澁

鯰

蹂

苓

誌

翡

怒

蒜

訪

話

町

碑

迄

環

讀

悶

尉

蒻

翌

酎

．

tL
揺
屯
基
頸
咋
埠
炉
哨
．．． 
）
）
。
要
す
る
に
、

教
授
に
よ
れ
ば
、
断
行
派
の
論
理
は
、
近
代
市
民
社
会
の
法
理
念
（
碍
訟
芦
噂
p
嗅
却
5
疇
繹
）
を
内
面
化
し
な
い
ま
ま
に
、
「
近
代
的
」
民

法
典
を
実
施
す
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
よ
い
と
い
う
非
合
理
的
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
く
て
教
授
は
、
さ
い
ご
に
民
法
典
論
争
の
意
義
を
「
要
約
」
的
に
ま
と
め
、

延
期

派
の
「
国
民
的
立
場
」
の
論
理
が
ゴ
マ
カ
シ
に
す
ぎ
ず
、
巨
大
寄
生
地
主
。
政
商
大
資
本
家
の
論
理
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
判
然
と
し
、

彼
等
の
勝
利
に
よ
っ
て
絶
対
主
義
（
土
応
紅
~
繭

5建
的
）
立
法
の
み
ち
が
広
く
開
か
れ
た
、
②
民
法
典
論
争
は
、
政
治
史
の
上
で
は
天
皇
制
絶
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二
九

対
主
義
体
制
整
備
の
た
め
の
一
大
里
程
標
で
あ
り
、
立
法
史
上
は
、
支
配
階
級

(11巨
大
寄
生
地
主
・
政
商
大
資
本
家
）
が
法
学
イ
デ
オ

（戸
Olmmー）。

ロ
ー
グ
を
配
下
に
お
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
（
翫
釦
虹
茫
配
醗
戸
5
和
呻
ぽ
疇
葬
蝉
紐

g
に
咲
i
て
）
、
と
結
論
し
て
い
る

以
上
、
く
わ
し
く
熊
谷
論
文
の
骨
子
を
抽
出
し
た
が
、
旧
民
法
の
性
格
、
そ
れ
と
明
治
民
法
と
の
比
較
に
終
始
す
る
純
「
性
格
論
」
的

研
究
と
異
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
従
前
の
性
格
論
的
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
民
法
典
論
争
が
法
史
上
の
一
事
件
と
し
て
も
つ
客
観

的
「
意
義
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
実
証
的
科
学
的
な
「
民
法
典
論
争
」
論
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
旧
民
法
と
明
治

、
、
、
、

民
法
と
の
性
格
上
の
対
比
に
よ
っ
て
、
民
法
典
論
争
の
史
的
意
義
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
純
「
性
格
論
」
的
研
究
と
称
す
べ
き
こ

と
前
言
の
如
く
、
こ
の
型
の
発
想
形
式
は
、
論
争
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
、
そ
の
階
級
的
対
立
を
捨
象
す
る
か
、
ま
た
は
捨
象
し

な
い
ま
で
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
に
史
的
意
義
を
求
め
る
こ
と
を
故
意
に
さ
け
る
も
の
を
さ
す
。
中
村
「
旧
民
法
の
性
格
」
（
碑
積
一
頁
）

「
穂
積
八
束
の
い
っ
た
『
民
法
出
デ
テ
忠
孝
亡
プ
』
と
い
う
主
張
が
如
何
に
『
出
儘
目
』
の
も
の
で
あ
る
か
が
判
る

は
、
そ
の
典
型
で
、

で
あ
ろ
う
」
（
配
絃
）
と
い
う
結
論
が
示
す
よ
う
に
、
旧
民
法
の
公
布
案
が
す
で
に
反
動
化
し
て
い
て
、

な
プ
ル
ジ
a

ア
民
主
主
義
的
民
法
で
な
か
っ
た
と
説
く
。
従
っ
て
、
中
村
「
前
掲
」
論
文
で
は
、
延
期
派
と
断
行
派
と
の
、
保
守
・
反
動

と
自
由
・
進
歩
主
義
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
に
民
法
典
論
争
の
意
義
を
求
め
る
こ
と
は
無
根
拠
と
さ
れ
、
「
断
行
派
の
主
張
の
背
後
に

は
『
条
約
改
正
の
た
め
』
と
い
う
主
張
が
あ
り
、
そ
れ
が
仏
法
学
者
及
び
そ
の
周
辺
の
人
々
を
旧
法
典
公
布
後
ま
で
も
激
励
し
、
彼
等
の

主
張
を
正
当
化
せ
し
め
て
い
た
と
思
う
」
（
正
七
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
中
村
論
文
が
星
野
説
そ
の
他
の
「
通
説
」
（
鴨
峨
野
輝

m)
へ
の
批
判
の

一
環
だ
っ
た
（
藍
芦
紐
翌
謹
E
5彊
芽
）
た
め
、
こ
れ
へ
の
星
野
教
授
の
反
批
判
。
以
後
の
中
村

11星
野
論
争
自
体
ま
で
が
、
純
「
性
格

論
」
的
な
「
民
法
典
論
争
」
論
の
様
相
を
帯
び
た
こ
と
は
前
述
し
た
（
二
.g5a『
ま
主
ハ
ー
辟
邑
。
我
妻
「
家
族
制
度
」
も
、
純
「
性
格
論
」

的
把
握
に
終
始
し
て
お
り
、
明
治
民
法
の
家
制
度
の
規
定
が
旧
民
法
の
そ
れ
と
大
差
の
な
い
こ
と
、
旧
民
法
に
比
し
て
大
家
族
主
義
を
と

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

星
野
「
論
争
史
」
の
い
う
よ
う
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も
の
」
と
し
て
、

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
鶉
」

三
〇

っ
た
わ
け
で
な
い
こ
と
を
条
文
比
較
的
に
考
察
し
（
↑
訟
輝
卸
色

5
年
論
輝
紐
蝉
P
瑾
硫
雌
釦
蝉
麟
芍
塁
瞬
紐
記
頭
麟
藍
鍔
｛
琴
年
紅
碑
幻
嚢
5
5
紐

巽
朗
討
環
い
芍
芦
翫
糧
↑
巽
延
期
派
の
主
張
を
充
分
に
容
れ
な
い
明
治
民
法
の
制
定
を
み
た
こ
と
の
説
明
と
し
て
、
民
法
典
論
争

が
「
既
に
純
学
理
的
の
も
の
で
な
く
、

重
要
な
契
機
と
み
る
傾
向
が
あ
る
。

民
法
典
論
争
「
論
」
に

学
理
・
政
治
的
主
導
権
・
条
約
改
正
な
ど
を
、

学
閥
・
政
争
の
色
彩
を
有
し
、
そ
れ
が
鎮
静
し
た
こ
と
」
、
「
条
約
改
正
の
必
要
と
い
う
外
的
要
素

の
強
圧
が
加
わ
っ
た
こ
と
」
を
原
因
と
み
る
（
こ

rmo戸
）
。
こ
れ
ら
の
純
「
性
格
論
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
色
は
、

お
け
る
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
の
捨
象
、
ま
た
は
軽
視
の
結
果
と
し
て
、

こ
れ
に
対
し
、
平
野
・
王
城
・
宮
川
・
中
村
（
吉
）
等
の
前
掲
の
諸
研
究
は
、
民
法
典
論
争
に
お
け

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
、
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
を
重
視
し
、
そ
れ
が
如
何
な
る
階
級
間
の
論
争
で
あ
っ
た
か
の
性
格
決
定
を
目
指
す
点
で
は
依
然
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
「
性
格
論
」
的
研
究
で
あ
る
に
せ
よ
、

法
制
度
及
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
可
能
に
す
る
下
部
構
造
の
発
展
過
程
に
お
い
て
、

論
争
の

民
法
典
論

争
を
問
題
と
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
、
こ
れ
ら
の
「
性
格
論
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
民
法
典
論
争
の
法
史
上
の
意
義
を
、

天
皇
制
支
配
体
制
の
発
展
史
の
特
定
段
階
と
し
て
追
求
で
き
る
と
い
う
、
「
つ
の
確
信
が
伏
在
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
（
釦
●
麒
町
暉
釦
巴
咽

王
城
「
家
族
構
造
」
と
宮
川
「
社
会
・
経
済
的
基
礎
」
の
二
論
文
は
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
へ
の
確
信
を
特
に
明
確
に
示

と
玉
城
「
家
。

族
構
造
」
）

し
た
も
の
と
い
え
る
。
王
城
論
文
は
、
明
治
二

0
年
代
の
前
田
正
名
の
「
日
本
在
来
の
農
業
経
営
お
よ
び
固
有
工
業
の
発
展
を
根
幹
と
す

る
」
産
業
再
編
論
と
、
国
民
に
「
日
本
天
皇
国
」
の
成
立
を
知
得
せ
し
め
る
必
要
を
力
説
し
た
「
国
家
再
編
論
」
と
を
、
二

0
年
代
の
穂

積
八
束
ら
の
「
祖
先
教
の
国
」
「
祖
先
崇
拝
を
中
心
と
す
る
家
」
に
つ
い
て
の
主
張
の
先
縦
と
し
て
把
握
し
（
正
嬰
窃
）
、
前
田
、
穂
積
の

両
説
の
間
の
共
通
理
論
を
抽
出
し
、
そ
の
対
応
点
が
明
治
二

0
年
代
以
後
の
日
本
資
本
主
義
発
展
の
原
則
で
あ
り
え
た
こ
と
を
説
く
。
宮

川
論
文
も
、
形
式
的
な
純
「
性
格
論
」
的
検
討
を
離
れ
て
、

「
経
済
的
土
台
と
照
応
す
る
法
制
度
確
立
へ
の
歴
史
的
意
義
を
有
し
て
い
る

「
日
本
民
法
典
論
争
が
何
故
に
生
起
し
た
の
で
あ
る
か
」
を
問
題
と
す
る
（
広
3rO)
。
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、
、
、
、
、
、
、

従
来
の
純
「
性
格
論
」
的
研
究
で
は
、
民
法
典
論
争
の
法
史
上
の
意
義
は
遂
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
中
村
（
菊
）

論
文
や
手
塚
「
前
掲
」
の
星
野
批
判
に
み
た
よ
う
に
、
旧
民
法
の
公
布
案
は
決
し
て
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
進
歩
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
し
、
後

に
考
察
す
る
よ
う
に
「
論
争
」
は
法
典
編
纂
に
つ
い
て
の
主
導
権
争
い
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

平
野
「
機
構
と
法
律
」
や
、

城
。
宮
川
「
前
掲
」
な
ど
が
、
民
法
典
論
争
「
論
」
に
発
展
史
的
視
角
を
導
入
し
、
家
族
国
家
主
義
体
制
の
発
展
過
程
に
お
い
て
考
察
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
民
法
典
論
争
を
ー
つ
の
「
事
件
」
と
し
て
歴
史
的
に
位
置
ず
け
て
、
そ
の
意
義
を
追
求
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

、
、
、
、
、
、

は
る
か
に
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
「
性
格
論
」
的
研
究
も
、
次
の
二
点
に
批
判
の
余
地
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
民
法
典
論
争
の
契
機
と
し
て
階
級
発
展
の
分
析
に
主
力
が
注
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、

論
争
を
、
家
族
国
家
主
義
体
制
の
発
展
過
程
に
正
当
に
位
置
ず
け
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
明
治
初
年
以
後
の
、
体
制
の
矛
盾
的
発
展
は
、

家
族
、
婚
姻
に
つ
い
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
複
雑
な
存
在
形
式
と
錯
綜
を
不
可
避
な
ら
し
め
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
「
ヤ
ソ

教
」
を
批
判
し
「
忠
1
1
孝
」
を
強
調
し
た
も
の
が
必
ら
ず
し
ふ
延
期
派
に
属
し
た
わ
け
で
な
く
、
断
行
派
に
も
保
守
・
反
動
的
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
が
多
数
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
延
期
派
・
断
行
派
の
階
級
的
基
盤
の
究
明
と
同
時
に
、
民
法
典
論
争
に
お
け
る
、
家
族
・

婚
姻
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
布
状
況
を
把
握
し
、
明
治
初
年
以
後
か
ら
錯
綜
し
つ
つ
発
展
し
「
論
争
」
で
「
整
理
」
さ
れ
て
一

l-0年
代
に
継

承
さ
れ
て
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
系
譜
的
関
連
を
、
そ
こ
に
お
い
て
読
み
と
る
の
で
な
け
れ
ば
、
家
族
法
史
上
の
一
事
件
と
し
て
の
「
論

争
」
の
意
義
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
こ
の
種
の
「
性
格
論
」
的
研
究
は
、
民
法
的
論
争
を
保
守
・
反
動
派
と
進
歩
・
自

由
派
と
の
対
立
と
み
る
が
、
星
野
「
論
争
史
」
「
編
纂
史
」
の
よ
う
に
、
旧
民
法
の
相
対
的
進
歩
性
の
程
度
（
虹
匹
匡
匹
認
輝
躊
民
）
を
直
ち

に
論
争
の
性
格
と
結
び
つ
け
な
い
ま
で
も
、
旧
民
法
の
個
人
主
義
、
明
治
民
法
の
戸
主
制
・
大
家
族
制
尊
重
と
い
う
図
式
論
的
把
握
を
捨

て
き
れ
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に
旧
民
法
草
案
が
元
老
院
審
議
の
段
階
で
反
動
化
せ
ず
、
進
歩
的
な
家
族
制
を
認
め
た

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

そ
の
点
、

玉
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律
」
が
維
新
史
学
者
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
て
い
る
現
状
に
も
注
意
を
む
け
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
か
り
に
右
の
発
想
を
貫
く
の
な
ら
、
「
断

行
派
」
が
ど
の
よ
う
な
階
級
的
利
益
の
代
弁
者
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
（
暉
暉
具
堕
踪
暉
嘩
」
ぃ
＃
↑
¥
六
g
心
:
臣
知
『
級
蝉
恥
輝
”

認
請
5
)
、
断
行
派
が
敗
北
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
件
の
意
義
は
究
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
し
、
延
期
派
の
勝
利
に
よ
っ
て
「
法
学

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
統
一
」
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
の
必
然
性
も
論
断
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ョ
ア
）
革
命
で
な
か
っ
た
と
じ
、

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

第
一
草
案
の
ま
ま
公
布
さ
れ
た
と
仮
定
し
て
も
、
明
治
民
法
の
起
草
に
は
断
行
派
も
参
加
し
て
延
期
派
の
主
張
通
り
の
「
我
邦
古
来
ノ
家

制
」
が
規
定
さ
れ
た
の
で
も
な
い
か
ら
、
そ
の
保
守
性
に
お
い
て
殆
ん
ど
差
を
み
な
い
旧
民
法
と
明
治
民
法
と
の
性
格
差
の
分
析
は
、
少

（註）

な
く
と
も
民
法
典
論
争
の
「
意
義
」
ず
け
に
役
立
た
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
熊
谷
「
前
掲
」
論
文
は
、
右
二
点
の
う
ち
、
第
二
点
の
図
式
論
的
把
握
の
方
法
と
明
ら
か
に
袂
別
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
む

し
ろ
民
法
典
論
争
の
意
義
を
、
天
皇
制
支
配
体
制
の
再
編
・
強
化
過
程
の
一
事
件
と
い
う
点
に
集
中
し
て
把
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、

従
来
の
「
性
格
論
」
的
研
究
に
ま
さ
っ
て
い
る
（
遭
蒻
知
痒
域
国
輝
加
噸
伝
知
ぃ
狂
砂
這
這
翌
年

5
a
a芦
g^
遍泣
5
)
が
、
「
機
能
論
」
的
視
角
に

徹
し
え
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
論
争
に
お
い
て
複
雑
な
錯
綜
を
示
す
婚
姻
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
系
譜
的
関
連
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら

そ
の
背
景
と
な
っ
た
社
会
的
経
済
的
状
況
の
分
析
、

ず
、
む
し
ろ
、
半
封
建
的
・
半
近
代
的
立
場
の
断
行
派
と
、
古
い
共
同
体
理
論
を
説
＜
延
期
派
と
の
対
立
と
い
う
よ
う
に
単
純
化
さ
れ
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

論
争
の
も
つ
家
族
法
史
上
の
意
義
は
、
延
期
派
の
勝
利
に
よ
り
、
（
家
族
）
法
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
「
明
治
絶
対
主
義
の
矛
盾
」
を
背
景
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
点
だ
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
論
争
は
、
家
族
・
婚
姻
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
単
純
な
二
派
の
対
立
で
な
か
っ
た
し
、

論
争
と
い
う
事
件
に
よ
っ
て
結
果
さ
れ
た
法
制
上
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
影
響
は
、

そ
れ
へ
の
論
争
の
与
え
た
政
治
的
・
社
会
心
理
的
影
響
と
し
て
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
授
は
、
明
治
維
新
を
（
ブ
ル
ジ

「
明
治
絶
対
主
義
の
矛
盾
」
を
説
か
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
を
典
型
的
に
示
す
平
野
「
機
構
と
法
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

〔

1
〕
明
治
維
新
を
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
み
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
明
治
政
権
を
プ
ル
ジ
ョ
ア
政
権
と
み
る
か
否
か
、
従
っ
て
又
、
そ

註
旧
民
法
（
公
布
案
）
と
明
治
民
法
の
性
格
（
＇
上
家
族
・
婚
姻
に
つ
い
て
）
に
は
大
き
い
差
異
が
な
か
っ
た
か
ら
、
旧
民
法
を
擁
護
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
断
行
派
が
相

対
的
に
は
進
歩
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
．
そ
こ
で
、
「
性
格
論
」
的
研
究
に
お
け
る
、
「
論
争
」
の
両
派
の
階
級
分
析
が
、
「
論
争
」
の
意
義
を
究
明
す

る
の
に
役
立
ち
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
プ
ル
ジ
ア
ア
的
法
制
の
移
入
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
両
民
法
と
も
に
。
そ
の
「
近
代
性
」
は
、
婚
姻
成
立
に
お
け
る
当
事
者
の
合
意
の
要
件
・
個
人
の

財
産
所
有
権
の
承
認
を
、
戸
主
制
や
家
産
制
の
制
約
の
下
で
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
に
と
ど
ま
る
、
し
か
し
、
こ
の
程
度
の
「
近
代
性
」
（
口
〗
豆
が
ゥ
咋
印
→
』
-
暉

笠
霰
5
ね
嗜
）
に
し
て
も
、
と
も
間
、
早
急
に
民
法
典
を
制
定
、
実
施
す
る
こ
と
が
、
資
本
主
義
的
生
産
諸
関
係
の
「
予
定
調
和
」
的
発
展
に
必
要
な
こ
と
は
、

両
派
共
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
延
期
派
は
、
専
ら
反
フ
ラ
ソ
ス
法
学
的
感
情
・
立
法
の
主
導
権
確
保
の
意
図
な
ど
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
「
反
対
」
の
た
め
の
「
反
対
」

を
と
な
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
論
争
」
の
両
派
の
階
級
の
対
立
性
を
追
求
し
て
も
、
学
派
・
主
導
権
（
「
勢
力
」
）
の
対
立
が
絡
ん
で
い
る
わ
け
で
、
こ
れ

ら
の
す
べ
て
の
点
を
通
じ
て
の
対
立
の
一
線
が
あ
り
う
る
の
か
疑
わ
し
い
（
磯
痘
元
葎
項
[
〗
臼
炉
立
配

a己
丑
渇
虹
紐
5這
淑
只
い
瑾
”
輝
咋
紐

5ヽ

y

一
体
民
法
典
論
争
の
法
史
的
意
義
は
、
ど
う
い
う
立
湯
の
人
々
が
、
ど
う
い
う
問
題
で
争
い
、
そ
の
何
れ
が
勝
利
し
た
か
、
と
い
う
「
性
格
論
」
的
把
握
に
よ
ら
ね
ぱ

究
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
論
争
」
が
法
史
上
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
か
と
い
う
、
い
わ
ば
「
論
争
」
の
「
機
能
」
を
問
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

家
族
国
家
主
義
体
制
は
、
政
治
的
に
は
「
家
族
国
家
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
民
法
典
論
争
の
過
程
で
、
延
期
派
が
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

具
体
的
に
呈
示
し
、
断
行
派
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
反
家
族
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
陣
営
に
癒
着
さ
せ
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
論
争
」
は
、
明
治
初
年
以
来

の
、
家
族
・
婚
姻
制
に
つ
い
て
の
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
延
期
派
・
断
行
派
の
何
れ
か
に
統
合
さ
せ
、
家
族
国
家
主
義
に
立
つ
か
否
か
の
二
大
系
譜
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対

立
を
、
三
0
年
代
以
後
に
創
出
•
発
展
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
論
争
」
の
「
機
能
」
的
意
義
で
あ
る
。
そ
の
家
族
法
史
上
の
史
的
意
義
と
し
て
は

の
争
い
を
、
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
・
学
派
的
対
立
と
み
る
図
式
論
的
把
握
は
、
一
。

こ
れ
で
十
分
で
な
か
ろ
う
か
拿
西
に
該
当
し
な
い
多
く
の
イ
デ
オ
ロ
ー
ゲ
を
無
視
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
ー
後
述
一
―
-
•
四

二
、
法
典
論
争
の
社
会
的
。
経
済
史
的
背
景

こ
で
の
資
本
主
義
的
諸
施
策
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
べ
き
か
否
か
が
左
右
さ
れ
る
。
す
で
に
版
籍
奉
還
か
ら
地
租
改
正
に
い
た
る

一
連
の
改
革
に
よ
っ
て
封
建
的
土
地
所
有
は
廃
絶
さ
れ
、
明
治
政
権
は
、
資
本
主
義
的
発
展
に
即
応
し
、
こ
れ
を
促
進
す
る
よ
う
な
政
策

を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
明
治
維
新
を
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
な
い
と
い
う
主
張
に
は
、
①
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」
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の
で
あ
る
か
ら
、

せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
」

か
っ
て
、

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
」
。

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

主
体
と
す
る
こ
と
が
本
質
的
要
件
で
あ
り

②
農
業
革
命

(11農
民
解
放
）
を
必
ら
ず
伴
う
も
の
だ
と
い
う
論
理
が
あ
り
、
明
治
維
新
が

右
の
二
要
件
を
充
足
し
な
か
っ
た
か
ら
革
命
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

明

「
む
し
ろ
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
未
成
熟
で
あ
り
、
プ
ル
ジ
三
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト
と
の
分
化
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
時
期
に

治
維
新
が
、

「
逆
に
こ
の
分
化
が
あ
る
て
い
ど
進
む
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト
を
お
そ
れ
て
封
建
勢
力

ド
イ
ツ
の
三
月
革
命
の
場
合
が
明
瞭
に
示
し
て
い
る
…
…
」

と
妥
協
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
中
途
で
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

揖
西
光
遭
他
「
日
本
資
本
主
義
の
成
立
」
）
。
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
場
合
、
そ
の
主
体
は
中
小
農
民
・
商
工
業
者
・
初
期
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト
か
ら
、

所
収
「
明
治
維
新
の
本
質
」
参
照

（
 サ

ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
よ
う
な
ル
ム
ペ
ン
ま
で
を
含
み
」
ブ
ル
ジ
ョ
．
ア
ジ
ー
は
「
そ
の
比
較
的
微
少
な
一
部
分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
。

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
層
で
あ
っ
た
下
級
武
士
層
を
指
導
者
層
と
し
つ
つ
、
農
民
・
地
主
や
商
人
な
ど
の
平
民
を
革
命
の
ニ
ネ

ル
ギ
ー
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
変
革
で
あ
り
、
産
業
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
成
長
と
独
自
性
が
明
確
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
す
で
に
プ
ル
ジ
ョ

ア
的
諸
関
係
は
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
規
定
し
て
何
の
不
都
合
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
野
呂
栄
太
郎
は
、

「
地
租
改
正
は
直
ち
に
封
建
的
地
代
の
廃
除
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
事
実
上
、
た
だ
、
旧
封
建
的
土
地
領
有
者
へ
の
生

産
物
地
代
（
物
納
貢
租
）
が
、
今
や
唯
一
最
高
の
独
占
的
土
地
領
有
者
た
る
中
央
集
権
的
専
制
国
家
へ
の
貨
幣
地
代

11金
納
地
租
に
転
化

（
『
農
業
。
戦
略
戦
術
問
題
』
ニ
―
―
―
ー
四
頁
）

と
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
地
租
を
最
高
地
主
と
し
て

の
国
家
に
対
す
る
封
建
的
収
取
と
み
て
、
農
民
の
維
新
後
に
お
け
る
「
封
建
的
」
隷
従
を
説
く
こ
と
は
、
明
治
期
の
国
家
権
力
機
構
ー
特

に
財
政
的
基
礎
ー
の
「
封
建
性
」
に
即
応
し
て
は
い
る
が
、
制
度
的
に
は
根
拠
の
な
い
理
論
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
地
租
は
「
封
建

地
代
」
的
で
は
あ
っ
た
が
「
金
納
」
に
改
正
さ
れ
、
農
民
を
そ
の
重
要
要
素
と
す
る
「
国
民
」
生
活
の
名
に
お
い
て
収
取
・
支
出
さ
れ
た

、
、
、

「
単
な
る
封
建
地
代
の
形
態
変
化
（
貨
幣
地
代
）
と
も
い
い
き
れ
な
い
租
税
的
性
格
を
そ
の
は
じ
め
か
ら
も
た
ざ
る
を

し
か
し
、

歴
史
上
の
代
表
的
な
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
、

四
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が
、
多
く
は
没
落
し
、
中
小
商
工
業
に
編
入
さ
れ
て
い
っ
た
。

明
治
維
新
の
土
地
革
命
が
「
寄
生
地
主
制
だ
け
で
な
く
、
分
割
地
的
土
地
所
有

(11自
作
農
的
土
地
所
有
）
を
法
認
し
た
こ
と
」

は
十
分
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
姐
加
鰭
『
声
是
鯰
鯰
畔
）
。
そ
の
他
、
明
治
維
新
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
な
く
、
封
建
制
の
再
編
成
だ
と
す

る
見
解
は
、
平
野
「
機
構
と
法
律
」
や
服
部
之
総
「
明
治
の
革
命
」
な
ど
多
数
み
ら
れ
る
が
、
栂
西
他
「
前
掲
」
論
文
に
丹
念
な
批
判
が

の
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
は
、
土
地
革
命
を
不
可
欠
の
要
素
と
し
、
封
建
的
領
有
の
廃
絶
に
よ
る
土
地

私
有
化
、
こ
の
私
有
財
産
制
を
基
礎
と
し
て
商
品
の
資
本
家
的
生
産
様
式
が
可
能
に
さ
れ
る
「
変
革
」
を
さ
す
こ
と
だ
け
を
指
摘
す
れ
ば

十
分
で
あ
ろ
う
。
明
治
維
新
は
、
封
建
身
分
た
る
下
級
武
士
層
に
指
導
さ
れ
た
と
は
い
え
、
資
本
家
的
生
産
様
式
の
条
件
を
う
み
出
し
た

限
り
で
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、

明
治
維
新
の
「
革
命
」
の
性
質
は
、
長
い
鎖
国
の
た
め
に
原
始
的
蓄
積
が
微
弱
だ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
圧
の
た
め
に
早
産

せ
し
め
ら
れ
た
結
果
、
農
業
の
資
本
家
的
成
長
の
困
難
、
藩
政
改
革
を
通
じ
て
政
治
的
に
訓
練
さ
れ
て
い
た
下
級
武
士
層
の
政
治
的
進
出
、

等
々
の
跛
行
性
を
示
し
て
い
た
。
倒
幕
派
の
下
級
武
士
層
の
一
部
は
、
維
新
後
の
藩
閥
政
権
の
骨
格
的
部
分
に
上
昇
し
旧
貴
族
層
と
共
に

皇
室
絶
対
主
義
の
体
制
を
強
化
す
る
者
や
、

維
新
当
時
全
人
民
の
七
割
以
上
を
占
め
た
農
民
は
、
商
品

11貨
幣
経
済
の
滲
透
と
「
封
建
的
」
貢
租
の
収
奪
と
で
幕
末
に
す
で
に
窮
迫

の
底
に
陥
っ
て
い
た
が
、
商
業
資
本
。
高
利
貸
資
本
に
対
す
る
封
建
諸
侯
の
財
政
的
依
存
、
下
級
武
士
層
の
封
建
的
特
権
か
ら
の
遊
離
・

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

〔

2
〕

と」、
え
な
か
っ
た
…
…
」
（
立
麟
麟
」
「
凜
嗜
）
。
も
っ
と
も
、

土
地
所
有
の
形
態
と
み
て
明
治
維
新
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
的
性
質
を
否
定
す
る
説
も
あ
る
が
、

一五

国
家
権
力
機
構
の
封
建
性
に
地
代
を
直
結
さ
せ
ず
、
寄
生
地
主
制
を
封
建
的

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
土
地
改
革
が
、

地
的
土
地
所
有
を
確
定
し
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
寄
生
地
主
制
に
類
似
し
た
折
半
小
作
制
を
ふ
く
む
地
主
制
を
も
同
時
に
法
認
し
た
こ

「
啓
蒙
」
主
義
思
想
の
洗
礼
を
う
け
自
由
民
権
運
動
の
推
進
者
と
な
る
者
な
ど
に
わ
か
れ
る

「
分
割
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構
と
法
律
」
八
頁
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
っ
た
。

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

無
産
者
化
な
ど
の
諸
矛
盾
も
決
定
的
で
あ
っ
た
。
他
方
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
思
潮
や
キ
リ
ス
ト
教
、
と
く
に
自
然
法
の
思
想
は
、
津

田
真
道
・
西
周
・
中
村
正
直
•
福
沢
諭
吉
ら
に
よ
っ
て
数
多
く
紹
介
さ
れ
、
下
級
武
士
層
の
心
を
捉
え(
5
i
愈
珪
這
匠
葬
研
奴
正

m
5
5呻

む
璧
即
認
賛
腎
墜
）
、
や
が
て
自
由
民
権
運
動
の
思
想
基
盤
、
自
由
民
権
法
学
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
創
出
条
件
と
な
っ
た
。
明
治

、
、
、
、
、
、

政
府
は
、
す
で
に
幕
末
以
来
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
諸
関
係
を
保
護
し
、
封
建
的
諸
関
係
を
不
十
分
な
が
ら
廃
絶
す
る
政

策
（
記
翡
噸
（
写
滋
頌
紅
葛
）
を
と
っ
た
が
、
政
府
要
人
自
体
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
社
会
観
・
価
値
観
が
内
面
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、

、
、
、

従
っ
て
、
維
新
後
早
々
に
「
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
」
民
法
編
纂
に
着
手
し
た
動
機
は
、
①
対
外
的
に
条
約
改
正
の
急
務
を
控
え
、
そ
の
前
提
と

し
て
必
要
だ
っ
た
こ
と
②
民
法
制
定
に
よ
っ
て
、
封
建
的
生
産
様
式
を
資
本
主
義
的
様
式
に
強
行
的
に
「
転
化
」
す
る
必
要
を
、
い
わ
ば

「
自
生
的
」
に
可
能
に
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
（
コ
野
窪
頃
夏
）
。
わ
け
て
も
フ
ラ
ン
ス
法
を
学
習
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
早
々
に
民

法
を
編
纂
し
よ
う
と
し
た
司
法
官
僚
が
、
近
代
主
義
的
価
値
観
に
発
し
た
の
で
な
く
右
の
よ
う
な
理
由
に
動
機
ず
け
ら
れ
て
い
た
に
せ
よ
、

資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
基
礎
的
規
律
と
し
て
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
法
律
制
度
の
移
入
、
実
施
の
必
要
を
痛
感
し
て
い
た
こ
と
は
平
野
「
機

し
か
し
、
近
代
的
法
律
制
度
の
移
入
、
実
施
の
「
動
機
」
が
示
す
よ
う
に
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
法
律
制
度
の
確
立

も
、
天
皇
制
支
配
体
制
の
再
編
、
強
化
と
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
明
治
一

0
年
代
、
次
第
に
資
本
主
義
的
諸
施
策
を
「
上

、
、
、
、
、

か
ら
の
改
革
」
と
し
て
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
は
、
自
己
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
政
権
を
「
絶
対
主
義
」
的
体
制
と
し
て
確
立
す

る
に
つ
れ
、
反
封
建
的
闘
争
と
し
て
の
農
民
闘
争
、
自
由
民
権
運
動
を
弾
圧
し
、
体
制
の
内
的
矛
盾
を
「
絶
対
主
義
」
に
近
い
権
力
機
構

の
強
化
に
よ
っ
て
捐
殺
し
た
の
で
あ
っ
た
。
自
由
民
権
運
動
の
物
質
的
基
礎
（
紐
鯉
」
「
琴
庫
暉
ぢ
）
は
、
貧
農
・
小
作
人
・
下
級
没
落
士
族
か

ら
政
商
資
本
家
・
高
利
貸
資
本
家
・
地
主
層
ま
で
を
反
政
府
運
動
に
ま
き
こ
む
条
件
を
内
在
し
て
い
た
が
、
小
作
人
・
貧
農
と
寄
生
地
主

， 
ノ‘
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層
と
の
利
害
対
立
の
激
化
、
政
府
の
保
護
助
長
に
よ
る
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
形
成
の
過
程
で
、
反
動
化
し
た
地
主
と
産
業
プ
ル
ジ
u

結
集
し
、
民
主
主
義
的
政
府
の
樹
立
、
地
租
か
ら
の
解
放
、
近
代
的
資
本
の
た
め
の
自
由
の
確
立
と
い
う
要
求
を
運
動
の
過
程
で
成
長
さ

せ
、
政
治
的
表
現
の
実
現
に
ま
で
高
め
た
」
（
一
退
野
芦
渭
」
）
と
は
い
え
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
を
代
表
す
る
、
産
業
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

を
先
頭
と
し
、
そ
れ
ら
の
利
益
の
貫
徹
と
い
う
運
動
で
な
か
っ
た
た
め
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
を
基
調
と
す
る
政
治
制
度
の
要
求
と
し

て
、
最
後
ま
で
一
貫
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

社
会
の
宗
家
と
し
、

七

明
治
政
府
が
、
自
由
民
権
運
動
を
圧
殺
し
、
小
作
人
・
貧
農
と
地
主
層
と
の
対
立
の
激
化
、
無
産
労
働
大
衆
の
創
出
に
伴
う
資
本
家
と

労
働
者
と
の
対
立
、
社
会
的
「
個
人
」
と
し
て
目
ざ
め
つ
つ
あ
っ
た
家
庭
の
子
女
及
び
女
性
と
家
父
と
の
新
ら
し
い
関
係

(g這
紐
年
虹
5

）
を
抑
圧
す
る
た
め
に
、
家
族
制
度
及
び
家
族
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
編
・
強
化
に
努
め
た
こ
と
は
周
知
の
通

会
的
自
覚
は
非
常
に
進

ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る

）
そ
れ
は
、
と
く
に
右
記
の
よ
う
な
体
制
的
矛
盾
の
克
服
と
し
て
一

0
年
代
に

•
富
士
子
「
家
族
制
度
」
、
川
島
「
イ
デ
オ
ロ
。

と
し
て
の
家
族
制
度
」
、
玉
城
「
家
族
構
造
」
参
照

り
で
あ
る

al誠一

明
ら
か
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
り

(
I瑾
だ
立
洋
祠
琴
心
訪
達
環
雰
直
碑
饂
輝
託
i
)
、
皇
室
絶
対
主
義
、
天
皇
神
聖
論
と
い
う
家
族
国
家
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
要
素
的
部
分
は
「
王
政
復
古
」
と
い
う
維
新
の
論
理
に
す
で
に
伏
在
し
て
い
た
が
（
辛
知
訟
砿
3
如
正
L
i
：
双
節
）
、
天
皇
家
を
日
本

こ
れ
へ
の
絶
対
的
恭
順

(11忠
）
が
「
報
恩
」
と
し
て
親
に
対
す
る
「
孝
」
の
義
務
と
同
質
性
を
も
ち
、

「
上
下
和
順
」
の
発
想
形
式
で
情
緒
的
一
体
感
に
よ
っ
て
遵
守
さ
せ
る
と
い
う
家
族
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
論
理
は
、
零
細
農
民
層
か
ら

の
収
奪
に
基
底
を
お
い
た
跛
行
的
な
明
治
資
本
主
義
の
体
制
的
矛
盾
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
と
き
に
、
最
適
の
道
具
と
し
て
登
場
せ
し
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
明
治
一
五
年
は
「
皇
学
所
」
設
置
、
「
幼
学
綱
要
」
頒
布
の
年
で
、
教
育
勅
語
の
前
提
が
成
立
し
、
「
反
動
的
修
正
」
の
は

じ
ま
る
時
期
（
戸
芸
麟
畔
頃
蔚
闘
・
圧
噸
鯉
四
嗜
）
で
あ
り
、
次
節
に
み
る
よ
う
に
、
保
守
的
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
皇
室
絶
対
と
儒
教
主

己
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

ア
ジ
ー
は
自
由
民
権
運
動
か
ら
脱
落
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
に

「
反
政
府
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
右
記
の
よ
う
に
雑
多
な
グ
ル
ー
プ
が
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〔

1
〕

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
談
」

義
と
の
結
合
を
通
じ
て
、
家
族
国
家
主
義
と
い
う
基
本
路
線
に
統
一
さ
れ
て
い
く
年
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
な
か
で
、
多
分
に
封
建
的
と
は
い
え
個
人
の
自
由
意
思
の
尊
重
を
基
本
と
す
る
プ
ル
ジ
ョ
ア
法
制
の
移
入
の
急
務

そ
の
意
味
で
は
、
多
少
と
も
「
進
歩
性
」
を
も
ち
、

、、

論
」
を
と
な
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
推
定
が
（
一
応
）
可
能
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
、

ど
こ
ま
で
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
法
典
論
争
に
お
け
る
「
学
派
」
と
「
婚
姻
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
系
譜
的
構
造

婚
姻
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
類
型

そ
こ
で
、

延
期
論
に
、
人
を
動
機
ず
け
た
も
の
は
何
か
。

の
立
場
に
立
つ
典
型
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
福
沢
は
、

「
法
律
規
則
に
よ
る
保
護
政
策
」
の
必
要
が

早
期
条
約
改
正
を
希
望
す
る
者
は
、

一
体
、
断
行
論
・

田
中
「
福
沢
の
立
場
」
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

「
延
期
論
」
者
で
あ
っ
た
（
こ
譴
翌
遵
」
瞬
贔
）
。
で
は
、

民
法
典
論
争
が
終
っ
た
明
治
二
五
年
に
は
、
す
で
に
自
由
民
権
運
動
は
解
消
し
、
軍
事
型
産
業
資
本
主
義
が
確
立
し
、

種
穂
八
束
と
の
間
に
共
通
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
検
出
さ
れ
う
る
前
田
正
名
に
お
い
て
さ
え
、

説
か
れ
た
し
（
年
文
遵
懇
、
法
典
論
争
の
経
過
を
み
て
も
、

よ
う
に
思
わ
れ
る
（
応
鯉
翻
言
）
。

そ
こ
で
の
資
本

主
義
的
生
産
関
係
を
法
的
に
保
障
す
る
民
法
典
の
制
定
が
、
条
約
改
正
と
い
う
外
的
要
因
も
手
伝
っ
て
、
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
や
地
主

層
と
の
深
い
つ
な
が
り
に
あ
っ
た
明
治
政
権
に
と
っ
て
痛
切
に
欲
求
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
延
期
派
た
る

民
法
典
綱
纂
そ
の
こ
と
の
急
務
は
延
期
派
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
て
い
た

ま
ず
両
派
の
間
に
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
断
層
が
存
す
る
か
ど
う
か
ー
と
く
に
婚
姻
制
に
つ
い
て
ー
考
察
し
た
い
。
維

「
進
歩
性
」
は
二

0
年
代
に
お
け
る
産
業
プ

が
痛
感
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、

「
断
行

一八
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想
に
お
い
て
、

す
る
靡
膏
霞
応
お
の
意
見

(m応
血
四
疇
闘
聾
野
町
配
訟
）
を
み
る
と
！
丘
5
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
宜
ク
速
二
皇
国
ノ
神
教
ヲ
興
シ
、
洋
教
ノ
侵
入
ヲ
防
ガ
ン
。

皇
室
絶
対
主
義
の
理
念
が
矛
盾
的
に
混
在
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

新
後
、
天
皇
制
官
僚
機
構
に
編
入
さ
れ
た
一
部
の
下
級
・
中
級
士
族
（
主
と
し
て
倒
幕
派
）
や
、
民
権
思
想
家
に
転
じ
た
藩
儒
の
啓
蒙
思

「
天
主
教
ヲ
殴
ノ
議
」
に
対

当
初
か
ら
、

ノ
ヲ
和
文
ニ
テ
制
作
し
て
教
ュ
｀
‘
ヘ
ジ
。

而
ジ
テ
祭
祀
葬
埋
ノ
典
悉
ク
此
館
ノ
管
轄
ト
ナ
ジ
、

得
セ
シ
メ
ズ
。
貧
ヲ
救
ヒ
、
窮
ヲ
賑
ス
ノ
権
ヲ
此
教
館
に
委
任
ツ
、
異
教
ヲ
奉
ズ
ル
者
ア
ラ
バ
、
罪
ヲ
此
教
館
二
帰
セ
ン
。
此
教
ヲ
設

不
＞
教
ジ
テ
民
ヲ
殺
ス
ニ
近
ジ
。

有
ノ
大
和
魂
ヲ
発
見
セ
シ
メ
、
又
細
民
二
会
得
ツ
易
キ
ャ
ウ
ニ
、
諭
書
ヲ
布
告
ジ
、
億
兆
皆
神
州
卜
神
道
ノ
尊
キ
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
又
大

ニ
学
校
ヲ
設
ヶ
、
皇
国
ノ
大
道
ヲ
以
テ
教
導
ス
ベ
シ
。
」

こ
れ
ら
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
二
年
当
時
、
旧
士
族
層
の
尊
王
攘
夷
論
に
お
い
て
、
「
皇
国
の
教
法
」

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

「
断
然
厳
刑
ヲ
以
テ
ス
ル
ハ
、

其
法
、

各
処
二
神
教
館
ヲ
設
ケ
、

（
磯
部
寛
五
郎
）
。

九

「
神
皇
ノ
道
」

是
二
帰
着
セ
ジ
ム
ベ
キ
教
法
ヲ
立
テ
、
今
日
ヨ
リ
天
下
ヲ
誘
導
ス
ベ
キ
事
。
」
（
坂
田
帯
）

家
災
ハ
笛
字
霞
宏
認
附
が
、
げ
炉
ハ
野
ぶ
が
只
、
神
州
固

「
中
臣
ノ
祝
詞
ヲ
本
ト
ッ
、
土
地
ハ
神
州
、
歴
帝
ハ
天
孫
ニ
テ
、
祖
先
皆
恩
二
依
リ
、
吾
身
モ
生
ヲ
万
物
ノ
霊
二
得
夕
＞
バ
、
今
い
〖

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

リ
祈
リ
、
ア
ラ
ュ
ル
神
祇
ヲ
尊
信
セ
ズ
ッ
テ
ハ
、
親
先
祖
ヲ
尊
敬
ス
ル
ノ
詮
モ
、
立
タ
ザ
ル
ト
云
事
理
ヲ
簡
明
ニ
ジ
、
人
心
ヲ
尽
ク
、

輪
肇
）

（一

、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
犯
ス
者
刑
二
処
ス
ル
コ
ト
常
典
ァ
ル
ベ
シ
。
…
…
…
…
。
其
法
ハ
神
祗
官
ヲ
盛
ニ
シ
テ
万
民
ヲ
教
導
ジ
、
皇
道
ノ
隆
大
尊
崇
、
彼
ョ

尉

が

奮

応

太

、

登

累

籠

ぶ

か

い

言

い

貪

臀

公

マ

。

」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

リ
尊
キ
ヲ
知
ジ
メ
、
痒
序
ヲ
興
ジ
、
五
倫
ノ
道
ヲ
明
ニ
ジ
、

ケ
ズ
、
妄
二
誅
除
ス
ル
ハ
不
可
ナ
リ
。
…
・
:
」

（
稲
津
済
）

修
身
平
天
下
ョ
リ
人
情
二
適
ス
ル
モ

此
教
ヲ
奉
ゼ
ザ
レ
バ
、
平
人
二
歯
ス
ル
ヲ
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求
メ
」

リ
。
故
二
、
皇
学
神
ヲ
祭
ル
ヲ
以
テ
否
ト
ス
ル
ナ
リ
。

然
ど
、
ハ
独
、
学
神
ヲ
祭
ル
可
キ
ニ
非
ズ
。

一
、
祖
神
ヲ
祭
ル
可
シ
、
然
レ
ド
モ
学
校
ハ
、
人
々
ニ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
、
祖
神
ノ
尊
崇
拝
祭
ス
ベ
キ
所
以
ヲ
教
ュ
ル
コ
ト
専
務
ナ
リ
。

必
シ
モ
其
区
域
中
二
於
テ
、

定
で
具
体
化
さ
れ
た
I

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
、
祖
神
ノ
徳
二
非
ル
ハ
ナ
シ
。

御
世
々
々
ノ

神
社
ヲ
建
、
之
ヲ
祭
祀
セ
ザ
ル
モ
可
ナ

あ
る
。

こ
れ
は
更
に
二
年
九
月
「
大
学
規
則
」
（
応
疇
麟
疇
ぼ
聾
に
ぽ
豆
勁
正
遣
輝
聾
琴
疇
5
早
訊
廟
釈
）
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
理
念
型
的
規

「
皇
教
」
が
力
説
さ
れ
、
皇
室
絶
対
主
義
・
天
皇
神
聖
論
よ
り
す
る
、

、
、
、
、
、

「
万
国
無
比
」
性
が
是
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で

40

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

し
か
も
一
方
で
、
欧
米
諸
国
の
先
進
性
を
認
め
外
国
文
明
を
移
入
し
て
「
開
化
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
「
現
実
」
的
必
要
が
痛

感
さ
れ
て
い
る
こ
と
前
言
の
如
く
、
こ
こ
に
、

給
ヘ
リ
」
（
渭
層
見
麟
醒
鱈
届
写
）
と
い
う
、
奇
妙
な
発
想
論
理
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
盛
二
西
洋
学
ヲ
開
カ
ザ
ル
可
ラ
」
ざ
る
こ
と
を
強
調
は
す
る
が
、

古
↓
「
民
主
的
な
神
国
以
来
の
伝
統
」

「
西
洋
ノ
新
発
明
ヲ
以
テ
更
二
古
法
ヲ
籠
正
潤
沢
セ
ン
コ
ト
、
即
、
祖
宗
ノ
大
訓
二
合
シ

つ
ま
り
、

「
智
識
ヲ
世
界
ニ

そ
の
よ
う
な
文
明
開
化
は
、
王
政
復
古
の
賜
物
で
あ
る
、

「
我
日
本
の
く
に
と
て
も
上
古
の
世
に
は
皆
斯
や
う
の
御
定
と
見
」
え
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
（
嬬
繹
彗
饂

9
。
こ
の
考
え
方
は
、

加
藤
弘
之
「
交
易
問
答
」
（
止
旺
）
の
序
文
が
「
方
今
、
皇
学
大
に
改
興
し
、
士
人
の
此
学
に
志
す
者
日
々
に
盛
な
れ
ば
、
厨
雷
か
稲
寃
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
く
固
阻
迂
僻
な
る
も
の
に
非
ざ
る
を
知
り
て
、
自
ら
開
鎖
の
可
否
得
失
を
も
弁
明
す
べ
く
、
従
っ
て
旧
来
の
頑
論
自
ら
消
除
せ
ん
と
予

め
期
す
べ
し
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
所
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
明
開
化
主
義
と
伝
統
主
義
（
暉
隷
醗
）
と
を
単
に
二
元
的
に
含
む
の
で
は

な
く
、
文
明
開
化
の
必
要
性
を
「
神
国
ノ
伝
統
」
尊
重
の
内
に
解
消
し
て
理
解
す
る
と
い
う
論
理
（
嬬
這
』
遺
菅
）
、
更
に
い
え
ば
、
王
政
復

(I全
く
架
空
の
伝
統
で
あ
る
が
ー
）
を
復
活
せ
ん
が
た
め
に
文
明
開
化
を
促
進
さ
せ
る
と
い
う

日
本
国
の

四
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と
の
深
い
妥
協
に
あ
っ
た
啓
蒙
思
想
は
、

四

論
理
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
当
初
か
ら
基
本
的
に
皇
室
絶
対
主
義
に
限
定
さ
れ
、
家
族
問
題
に
つ
い
て
も
儒
教
主
義
的
価
値
観

明
治
政
府
官
僚
群
と
、
大
部
分
の
思
想
家
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
啓
蒙
思
想
家
」
型
イ

加
藤
弘
之
、
津
田
直
道
、
阪
谷
素
、
中
江
兆
民
、
山
本
与
助
、
小
野
梓
な
ど
ー
'
I
こ
れ
は
、
婚
姻
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
一
類
）
。

デ
オ
ロ
ー
グ
と
よ
ん
で
い
い
で
あ
ろ
う
釘
で
も
あ
り
う
る
。
拙
稿
「
近
代
日
本
に
お
け
る
婚
姻
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
展
」
法
律
時
報
、
通
巻
四
一
巻
四
—
五
月
号

家
族
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
編
・
強
化
さ
れ
る
明
治
一
五
年
以
後
、
福
沢
「
帝
室
論
」
や
加
藤
「
人
権
新
説
」
が
出
て
思
想
的
「
後

退
」
を
示
し
「
啓
蒙
思
想
家
」
型
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
、
そ
の
皇
室
絶
対
主
義
、
天
皇
神
聖
論
を
濃
化
し
、
儒
教
主
義
的
家
族
制
度
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
の
当
初
か
ら
の
深
い
妥
協
を
露
呈
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
（
恥
紐
咋
湘
止
5
竺

f
知
印
噸
噂
↑
＜
退
藍
扇
ヱ
炉
遣
年
の
）
。
ま
た
、
維
新

当
初
か
ら
、
儒
教
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
明
確
な
態
度
を
と
っ
た
人
々
ー
彼
等
が
中
T
"孝
一
致
の
教
説
と
実
質
的
一
夫
多
妻
を

容
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
拙
稿
「
前
掲
」
参
照
ー
が
、
明
治
一
五
年
以
後
、
更
に
そ
の
保
守
。
反
動
的
性
格
を
強
化
し
、
イ
デ
オ
ロ

0

0

 

ギ
ー
の
系
譜
上
か
ら
は
、
右
の
「
啓
蒙
思
想
家
」
型
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
「
吸
収
」
し
、
三

0
年
代
に
お
け
る
明
治
政
権
の
家
族
国
家
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
基
本
的
路
線
と
な
っ
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
西
村
茂
樹
・
元
田
永
学
・
杉
浦
重
剛
。
村
田
保
な
ど
が
、
こ
れ
に

含
め
ら
れ
よ
う
ー
以
下
、
「
西
村
1
1
村
田
」
型
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
す
る
）
。
「
啓
蒙
思
想
家
」
型
。
「
西
村
1
1
村
田
」
型
の
両
イ
デ
オ
ロ
ー
グ

が
、
明
六
社
運
動
や
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
た
者
を
多
く
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
自
由
民
権
運
動
の
不
徹
底
さ
を
意
味
し

て
い
る
と
共
に
、
後
者
は
勿
論
、
前
者
の
一
部
が
民
法
典
論
争
に
お
い
て
「
延
期
派
」
に
属
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
、
加
藤

弘
之
の
「
延
期
」
論
に
し
て
も
（
暉
疇
這
ユ
正
碑
瞑
）
、
津
田
や
村
田
保
の
「
古
来
ョ
リ
遺
伝
ノ
慣
習
」
を
尊
重
す
べ
き
故
に
旧
民
法
を
不
可

と
す
る
．
「
延
期
」
論
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
民
法
典
論
争
の
重
要
な
機
能
的
意
義
が
こ
こ
に
求
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

、.‘、、、

註
津
田
は
い
う
「
：
，
進
歩
七
ザ
ル
者
＾
進
歩
セ
シ
者
ヲ
取
ラ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
レ
ド
モ
如
何
二
進
歩
セ
シ
モ
ノ
ヲ
取
レ
バ
ト
テ
其
国
々
二
於
テ
必
ズ
古
来
ヨ
リ
遣
伝
ノ
慣
習
ア

ル
ヲ
以
テ
全
ク
我
ガ
遣
伝
ノ
慣
習
ヲ
棄
テ
他
国
二
法
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
何
ト
ナ
レ
バ
我
身
体
ハ
日
本
人
ナ
レ
バ
我
ガ
遣
伝
ノ
慣
習
ヲ
悉
ク
棄
去
テ
他
ヲ
尊
バ
ン
ト
セ

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
榔
」
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「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

尋
＾
遂
二
身
体
ヲ
モ
棄
テ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
レ
バ
ナ
リ
…
…
…
…
聞
ク
処
二
依
レ
バ
民
法
人
事
編
ノ
如
キ
ハ
本
ノ
草
案
ハ
欧
州
ノ
例
二
倣
ヒ
シ
ニ
本
邦
ノ
慣
習
二
背
馳
ス
ル
ヲ
以

テ
法
律
取
調
委
員
会
二
於
テ
改
稿
セ
ラ
レ
シ
趣
ナ
レ
ド
モ
是
レ
独
リ
人
事
編
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
財
産
編
其
他
モ
左
様
ー
一
致
シ
ク
キ
ナ
リ
」
（
釦
B
四
嘩
コ
茫
紐
巴
゜

ま
た
、
植
木
や
森
有
礼
が
早
く
か
ら
主
張
し
つ
づ
け
て
き
た
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
国
家
思
想
・
婚
姻
思
想
は
、
近
代
に
お
け
る
個

、
、
、

人
の
「
人
格
」
の
尊
厳
を
基
調
と
し
、
婚
姻
に
つ
い
て
も
個
人
主
義
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
の
内
面
化
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
、
実

質
的
一
夫
一
婦
主
義
や
夫
婦
の
完
全
平
等
論
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
を
「
植
木
1
1
森
」
型
と
よ
ぶ
が
、
こ
れ
に
属
す
る
イ
デ

オ
ロ
ー
グ
は
二

0
年
代
に
お
い
て
も
反
動
化
す
る
こ
と
な
く
、
思
想
を
一
貫
し
た
と
い
え
よ
う
（
疇
F
』
[
）
。
そ
し
て
、
こ
の
系
譜
に
つ
ら

い
ず
れ
も
「
断
行
派
」
に
属
し
て
い
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
彼
等
が
明
治
民
法
制

な
る
島
田
三
郎
・
岸
本
辰
雄
ら
が
、

定
以
後
、
実
質
的
一
夫
一
婦
主
義
実
現
の
た
め
の
民
・
刑
法
改
正
の
運
動
、
廃
娼
運
動
指
導
者
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。

明
治
一
四
年
の
政
変
で
大
隈
の
イ
ギ
リ
ス
型
立
憲
主
義
の
主
張
が
敗
れ
、
プ
ロ
ジ
ャ
型
擬
似
立
憲
主
義
の
憲
法
制
度
が
、
国
是
と
し
て

、
、
、
、
、

確
立
し
た
。
憲
法
起
草
に
関
す
る
綱
領
は
、
一
、
欽
定
憲
法
ノ
体
裁
ヲ
被
＞
用
事
。
一
、
漸
進
ノ
主
義
ヲ
失
ハ
ザ
ル
事
、
を
原
則
と
し
て
明

示
し
た
（
藷
渭
）
が
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
、
保
守
的
儒
教
主
義
的
価
値
観
に
立
つ
木
戸
孝
允
の
「
漸
進
主
義
」
が
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主

主
義
に
立
つ
板
垣
退
助
の
「
進
歩
主
義
」
を
圧
倒
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
、
漸
進
主
義
的
憲
法
機
構
形
成
を
基
本
方
針
と
し
て
、
政

府
は
一
八
年
に
統
一
内
閣
制
を
設
け
、
こ
れ
に
編
入
さ
れ
る
べ
き
新
官
僚
群
の
養
成
の
た
め
に
、

二
0
年
に
は
、
旧
士
族
層
を
基
胎
と
す
る
子
弟
が
容
易
に
官
僚
と
な
り
う
る
途
を
開
き
、
そ
れ
ら
が
絶
対
主
義
的
官
僚
に
転
化
す
る
こ
と

疇
試
験
試
補
」
「
見
習
規
則
」
に
よ
っ
て
碑
『
大
学
・
文
科
大
学
・
旧
東
大
法
）
。
明
治
政
府
が
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
由
民
権
運
動
・

ぞ
文
部
の
卒
業
生
に
は
高
等
試
験
を
要
せ
ず
に
補
に
任
じ
る
特
権
を
与
え
た

を
可
能
と
し
た

〔

2
〕

「
学
派
」

一
九
年
に
「
帝
国
大
学
令
」
を
公
布
、

四
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〔

1
〕

反
政
府
運
動
に
対
抗
し
う
る
人
的
体
制
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
（
コ
郡
直
頚
記
）
。

帝
国
大
学
（
東
京
開
成
学
校
）
で
は
、
す
で
に
明
治
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
法
が
ー
と
く
に
絶
対
王
政
を
基
礎
ず
け
る
オ
ー
ス
チ
ン
の
法
学

ー
が
講
議
さ
れ
て
い
た
。
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
司
法
省
学
校
で
、
自
然
法
の
講
義
を
し
、
二

0
年
代
の
司
法
官
僚
が
フ
ラ
ン
ス
法
的
自
然
法

思
想
を
習
得
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
明
治
政
府
は
、
帝
国
大
学
に
学
ぶ
未
来
の
官
僚
群
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
学
・
後
に
は
ド

ィ
ッ
法
学
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

宮
川
「
前
掲
」
一
。

る
」
（
二
五
二
頁

法
典
論
争
の
断
行
派
と
延
期
派
と
の
、
階
級
的
階
層
的
基
盤
の
対
立
性
が
、
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
保

「
フ
ラ
ン
ス
法
学
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
主
義
に
対
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ

守
的
な
旧
公
卿
層
や
旧
藩
士
層
の
す
べ
て
が
「
延
期
派
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
し
、
産
業
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
的
基
盤

に
立
つ
者
で
も
、
福
沢
は
岡
山
兼
吉
・
山
田
喜
之
助
な
ど
と
同
様
に
「
延
期
派
」
に
属
し
た
が
、
小
野
梓
・
馬
場
辰
猪
は
「
断
行
派
」
で

あ
っ
た
。
職
業
別
に
み
て
も
、
延
期
派
の
中
に
は
村
田
保
•
岡
本
監
輔
の
よ
う
な
司
法
官
が
含
ま
れ
（
艇
呼
ぎ
呻
畔
匹
嘩
這
瑾
咄
温
霜
毎
這
国

弄
請
咋
謡
竺
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
派
の
内
に
も
、
木
下
広
次
・
富
井
政
章
な
ど
の
延
期
派
が
存
在
し
た
。
か
く
て
、
何
が
人
を
両
派
に

わ
か
れ
て
白
熱
的
に
争
わ
せ
る
に
い
た
っ
た
か
の
決
定
は
、

立
・
司
法
官
僚
か
否
か
の
問
題
、
ま
た
若
干
の

I
図
式
か
ら
は
み
出
た
ー
例
外
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
存
し
た
事
実
を
付
帯
せ
ざ
る
を
え
な

論
争
の
経
過
と
論
点
の
推
移

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

四
、
民
法
典
論
争
の
法
史
上
の
意
義
ー
「
結
び
」
に
か
え
て

い
の
で
あ
る
。

図
式
論
的
に
、

四

階
級
基
盤
の
対
立
を
と
り
あ
げ
る
場
合
で
も
、

学
派
の
対
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争
は
、
か
く
て
、
何
も
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
っ
て
の
み
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
`
‘
、
、
、
、

ニ
四
年
八
月
に
穂
積
八
束
の
「
民
法
出
デ
テ
忠
孝
亡
プ
」
が
「
法
学
新
報
」
に
出
て
か
ら
、
論
争
は
新
し
い
様
相
を
帯
び
る
。
二
三
年

「
進
歩
的
」
な
第
一
草
案
へ
の
批
判
で
は
あ
る
が
、
法
技
術
論
が

キ
」
今
日
、
急
い
で
法
典
を
編
む
と
す
れ
ば
、

「
延
期
論
」
を
展
開
し
た
。

る
」
の
は
、 「

民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

フ
ラ
ン
ス
民
法
を
母
法
と
す
る
旧
民
法
の
公
布
に
先
立
ち
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
卒
業
者
よ
り
成
る
「
法
学
士
会
」
が
、
「
法
理
精
華
」

第
二
巻
第
一

0
号
で
「
法
学
士
会
ノ
意
見
を
論
ズ
」
を
発
表
し
、
法
典
編
纂
自
体
の
価
値
を
み
と
め
つ
つ
、
た
だ
、
そ
れ
が
「
大
事
業
」

で
「
慎
重
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ベ
キ
」
と
し
、
短
時
日
の
間
に
制
定
し
て
し
ま
う
と
不
便
・
不
都
合
を
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

「
商
法
、
訴
訟
法
が
ド
イ
ツ
人
作
成
原
案
に
よ
り
な
が
ら
、
民
法
が
フ
ラ
ン
ス
人
作
成
の
原
案
に
よ
っ
て
い

「
其
学
派
又
異
ル
ガ
ク
メ
ニ
法
典
全
部
二
対
ス
ル
主
義
の
貫
徹
セ
ザ
ル
」
こ
と
に
な
る
と
非
難
し
、

「
欧
米
ノ
制
」
か
、

日
本
古
来
の
「
封
建
ノ
旧
制
」
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
「
民

情
風
俗
ノ
定
マ
ル
ヲ
侯
ッ
」
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
時
期
尚
早
論
で
あ
り
、
法
典
編
纂
そ
の
も
の
に
反
対
の
意
向
を
示
し

た
わ
け
で
な
く
、
ま
た
「
保
守
1
1
反
動
」
と
い
う
線
は
出
て
こ
な
い
。

主
題
で
あ
り
、

「
封
建
ノ
遺
制
」
に
従
う
こ
と
を
却
っ
て
危
険
と
し
て
い
る
点
が
大
切
で
あ
る
。

更
に
注
意
に
値
す
る
の
は
、
公
布
案
が
確
定
さ
れ
二
三
年
四
月
、
財
産
篇
•
財
産
取
得
篇
・
債
権
担
保
編
・
証
拠
篇
が
公
布
さ
れ
る
ま

で
の
、
延
期
派
の
主
張
に
は
、
専
ら
立
法
技
術
上
の
非
難
（
↑
噸
咽
這
ば
演
癖
鯰
這
遵
m
‘
で
蜘
虹
紐
紐
撃
砕
暉
し
）
に
限
ら
れ
、
断
行
派
の
主
張
も
、

こ
の
非
難
へ
の
反
論
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
仁
井
田
益
太
郎
が
述
懐
し
た
よ
う
に
、

「
延
期
派
は

フ
ラ
ン
ス
法
派
の
法
典
を
嫌
っ
た
の
で
す
…
…
結
局
、
フ
ラ
ン
ス
臭
の
法
典
が
嫌
い
な
の
で
す
」
と
い
う
感
情
的
派
閥
的
姿
勢
は
（
』
虹
坤

臨
嘩
譴
揖
輝
這
臨
冗
時
報
）
、
磯
部
の
江
木
に
対
す
る
感
情
的
反
揆
（
―
[
畦
遵
導
芹
~
ニ
）
や
、
磯
部
に
対
す
る
鳥
居
の
感
情
的
批
判
、
花

井
の
「
証
拠
法
」
批
判
に
お
け
る
非
難
ぶ
り
な
ど
か
ら
、
論
争
史
の
初
期
に
す
で
に
歴
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
民
法
典
論

四
四

「
民
情
変
遷
極
リ
ナ
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1
0月
に
、
旧
民
法
の
残
り
の
部
分
（
「
人
事
篇
」
他
）
が
公
布
さ
れ
、
穂
積
以
後
の
論
点
は
、
完
全
に
、
「
旧
慣
故
法
」

「
ヤ
ソ
教
」

「
国
家
思
想
」

四
五

「
社
会
ノ
経
済
」
と
い
う
項
目
に
移
動
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
法
典
実
施
の
即
時

断
行
を
説
く
断
行
論
者
に
対
す
る
延
期
派
の
批
判
が
、
ま
す
ま
す
激
調
を
帯
び
両
派
の
感
情
的
対
立
の
激
化
を
招
い
た
こ
と
は
周
知
の
如

く
で
あ
る
。
穂
積
は
、
加
藤
や
津
田
と
同
じ
く
、
国
家
有
機
体
説
へ
の
傾
斜
を
示
し
つ
つ
国
粋
主
義
を
強
調
し
て
い
た
が
、
国
家
・
憲
法

に
つ
い
て
の
見
解
を
早
く
か
ら
公
表
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
（
三
葬
誼
疇
遣
畔
加
饂
吃
：
讐
心
5
違
峙
[
f
3
f
」
)
、
家
族
法
に
つ
い
て
の
論
述
は
、

ま
だ
書
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
三
年
一

0
月
に
「
人
事
篇
」
が
公
布
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
に
既
に
「
新
法
典
」
へ
の
不
満
に
か

忽
ち
「
人
事
篇
」
批
判
に
動
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ら
れ
て
い
た
彼
が
、
そ
の
権
威
主
義
的
封
建
的
。
ハ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
と
「
家
族
国
家
」
観
と
の
た
め
に
、
好
個
の
餌
食
を
得
た
と
ば
か
り
、

「
祖
先
教
ハ
公
法
ノ
源
ナ
リ
」

「
家
制
及
国
体
」

「
民
法
ノ
本
体
」
な
ど
を
、
二
四
年
以
後
、
連
続
的
に
公
表
し
た
の
で
あ
り
、
家
族
制
度
が
国
体
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
、

「
淳
風
美
俗
」

構
成
の
基
礎
た
る
べ
き
こ
と
、
農
業
の
維
持
に
努
め
る
べ
く
、
そ
の
た
め
に
は
「
公
共
経
済
」
に
便
な
る
「
家
」
の
経
済
的
作
用
を
全
う

す
べ
き
こ
と
等
々
が
、
主
論
点
で
あ
っ
た
(
5玲
嘉
畔
予
王
幻
町
考
噸
炉
噸
輝
暉
氾
正
匂
戸
噸
）
。
「
民
法
出
デ
テ
忠
孝
亡
プ
」
以
後
、
断
行
派

「
法
治
協
会
」
を
本
拠
と
し
て
和
田
・
磯
部
・
飯
田
。
楠
木
・
梅
等
が
、
延
期
派
に
お
い
て
は
、
奥
田
や
「
法
学
新
報
」

が
、
主
と
し
て
「
家
」
制
度
と
国
体
と
の
関
係
。
旧
慣
故
法
・
淳
風
美
俗
等
と
旧
民
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
論
戦
を
交
え
た
の
で
あ
っ

こ
の
よ
う
な
「
論
点
」
の
移
動
か
ら
、
民
法
典
論
争
の
「
機
能
的
」
意
義
ず
け
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
二
四

年
以
後
も
、

「
証
拠
法
」
そ
の
他
に
つ
い
て
の
立
法
技
術
上
の
問
題
点
、
国
の
経
済
的
安
全
と
民
法
と
の
関
係
、
単
純
な
感
情
論
的
批
判

が
、
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
問
題
は
両
派
の
論
争
の
重
点
の
変
化
に
あ
る
。
穂
穂
の
教
説
が
、
批
判
の
た
め
の
批
判
と
い
う

こ。t
 

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

に
お
い
て
も
、

「
家
制
」

「
倫
常
」

「
耶
蘇
教
以
前
ノ
欧
州
家
制
」

「
家
」
は
社
会
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1
1
孝
の
一
致
の
教
説
、

元
来
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
政
治
や
法
制
の
状
況
に
つ
い
て
の
、
整
合
化
・
体
系
化
さ
れ
た
意
識
形
態
を
さ
し
て
お
り
、
社
会
心
理
・

社
会
意
識
の
よ
う
に
、
輪
廓
の
不
明
な
も
の
で
は
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
立
は
、
当
該
階
級
利
益
の
代
弁
者
に
よ
っ
て
、
明
確
で
固

定
し
た
意
味
内
容
を
も
つ
若
干
の
概
念
に
よ
っ
て
体
系
的
に
組
み
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
信
念
体
系
と
し
て
現
わ
れ
、
体
系
と
し
て
の

安
定
性
が
大
き
い
程
、
そ
の
社
会
統
制
作
用
も
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

て
、
よ
う
や
く
体
系
化
さ
れ
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
確
立
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。

「
国
家
」
観
念
の
あ
り
方
な
ど
を
明
確
化
・
強
化
す
る
た
め
に
、
保
守
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
、
こ
の
時
期
ほ
ど
活

明
治
二

0
年
代
前
期
は
、
「
教
育
勅
語
」

〔

2
〕

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

強
引
さ
を
も
ち
、
当
を
え
て
い
な
い
部
分
を
少
か
ら
ず
含
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
に
も
ふ
れ
た
。
た
と
え
ば
、

姻
思
想
を
「
一
男
一
女
情
愛
二
由
リ
テ
其
居
ヲ
同
ク
ス
」

夫
権
・
家
長
権
・
妻
の
無
能
力
な
ど
を
認
め
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
「
個
人
平
等
ノ
社
会
ヲ
成
シ
…
…
」
た
法
制
と
誤
解
し
て
い
る
。
だ

が
、
そ
の
論
の
目
的
は
、
儒
教
主
義
的
家
族
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
編
・
強
化
の
二

0
年
代
に
お
い
て
、

法
制
に
範
型
を
求
め
た
と
こ
ろ
の
ー
し
か
も
現
実
に
は
旧
民
法
は
全
く
反
動
的
内
容
に
化
し
て
い
た
ー
旧
民
法
を
葬
り
去
る
と
い
う
一
事

っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、
論
争
史
の
末
期
に
、
論
争
が
「
政
争
」
の
性
格
を
決
定
的
に
露
呈
し
た
と
き
に
、
両
派
と
も
全
<
「
論
理
」
を
無

視
し
た
応
酬
を
く
り
か
え
し
た
点
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
は
、
紙
数
の
都
合
上
、
別
の
機
会
に
ま
と
め
て
発
表
す
る
こ
と

法
典
論
争
の
意
義

と
す
る
。

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、

「
自
由
契
約
ナ
リ
ト
云
フ
ノ
冷
淡
ナ
ル
思
想
」
と
い
い
、

「
欽
定
憲
法
」
の
制
定
に
よ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
的
婚

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
、

フ
ラ
ソ
ス
法
的
個
人
主
義
的

「
忠
孝
亡
プ
」
と
い
う
情
緒
的
反
応
を
最
も
有
効
に
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
言
辞
で
挑
戦
し
た
の
で
あ

「
臣
民
」
の
分
限
の
意
識
、
忠

「
国
体
」
観
念
が
家
族
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ

四
六
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躍
し
た
年
代
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
要
な
も
の
を
拾
え
ば
、
二

0
年
に
は
、
藤
田
一
郎
「
国
体
論
」
、
西
村
茂
樹
「
日
本
道
徳
論
」
、
杉
浦

重
剛
「
日
本
教
育
原
論
」
、
三
島
通
庸
「
国
の
す
が
た
」
、
岩
崎
田
実
也
「
皇
道
要
論
」
、
筒
井
明
俊
「
国
体
学
」

に
は
、
福
沢
「
尊
王
論
」
、
尾
崎
行
雄
「
帝
室
論
」
、
二
ニ
年
に
は
、
内
藤
趾
斐
「
国
体
発
揮
」
、
ニ
―
―
一
年
に
は
美
甘
政
知
「
天
地
組
織
之

原
理
」
や
神
道
的
教
義
の
雑
誌
も
続
出
し
た
。

「
家
」
が
「
家
父
長
」
を
中
心
に
統
制
さ
れ
た
「
国
体
」
で
あ
り
家
産
の
保
持
が
農
業
維
持
に
必
要
で
あ
り
、

大
切
で
あ
る
と
い
う
「
教
義
」
を
、

家
族
国
家
主
義
体
制
と
の
関
連
に
お
い
て
、

穂
積
八
束
が
最
初
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
法
制
上
の
制
度
と
し
て
の
「
家
」
の
あ
り
方
は
、
彼
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
、
そ
れ
は
、
元
来
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
立
が
、
自
己
に
対
立
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ー
の
克
服
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
強
力
且
つ
厳
正
な
形
式
で
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
い
か
え
ば
、
民
法
典
論
争
と
い
う
歴
史
的
事
件
を
契
機
と
し
て
、

に
体
系
化
さ
れ
た
法
制
上
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
延
期
派
論
者
達
は
、
こ
の
よ

う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
持
者
と
し
て
、
法
典
論
争
以
後
も
独
自
の
立
場
に
立
た
ざ
る
を
え
な
く
な
る
が
、
断
行
派
の
方
に
お
い
て
は
、

「
民
法
出
デ
テ
忠
孝
亡
プ
」
の
論
理
を
破
り
う
る
だ
け
の
準
備
が
な
か
っ
た
た
め
に
敗
北
こ
そ
し
た
が
、
却
っ
て
、
論
争
を
通
じ
て
自
己

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
独
自
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
、
熊
谷
教
授
の
い
わ
れ
る
「
法
学
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
統
ご
と
い
う
史

的
意
義
を
、
民
法
典
論
争
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
断
行
派
の
梅
博
士
や
岡
村
司
が
、
明
治
民
法
制
定

以
後
も
、
家
族
制
度
の
批
判
者
と
し
て
一
貫
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
し

(
m
5
夫
い
噂
』
濠
韮
虹
ユ
芦
配
麟
配
ご
嘩
這
韓
匡
罪
釘
償
研

t
)
、

「

日

本

主

義

」

の

発

想

を

加

え

て

、

ま

す

ま

す

強

力

な

家

族

国

家

主

義

イ

デ

オ

ロ

ー

グ

に

生

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

穂
積
八
束
ら
「
延
期
派
」
論
者
が
、

四
七

「
国
家
演
義
」
、
ニ
ー
年

「
教
育
勅
語
」
の
「
謹
解
」
に
い
た
っ
て
は
枚
挙
の
遣
も
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

祖
先
教
・
家
名
の
護
持
が

組
織
的
体
系
的
に
明
確
に
打
出
し
た
の
は
、

恐
ら
く
、

は
じ
め
て
家
族
国
家
主
義
・
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
十
分
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「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」

紙
数
の
都
合
上
、
十
分
な
実
証
的
分
析
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
法
典
論
争
の
意
義
ず
け
の
展
開
を
な
し
え
な
か
っ
た
が
、
別
の
機
会
に
補

第
一
に
、
法
典
論
争
は
、
階
級
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
経
済
的
階
級
性
・
学
閥
・
職
業
。
出
自
な
ど
で
明
確
に

区
別
で
き
る
二
派
の
対
立
、

と
い
う
よ
う
な
図
式
論
的
把
握
に
は
、
多
く
の
留
保
を
要
す
る
こ
と
。

第
二
に
、
し
か
し
、
延
期
派
・
断
行
派
を
通
じ
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
「
婚
姻
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
）
の
系
譜
的
構
造
と
対
立
が
、

争
」
の
過
程
で
か
な
り
整
理
さ
れ
た
状
況
を
示
し
、
相
互
の
緊
張
・
対
立
関
係
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
価
値
体
系
を
再
編
成
す
る

こ
と
と
な
っ
た
こ
と
（
麟
細
配
噂
二
こ
翫
窪
認
土
鱈
れ
嗜
）
。
儒
教
主
義
的
家
族
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
「
論
争
」
に
よ
っ
て
、
そ

、
、
、
、
、

の
典
型
的
な
存
在
形
式
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
以
後
、
ほ
と
ん
ど
完
壁
な
形
態
で
保
守
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
継
承
さ
れ
て
い
っ

た
ー
と
い
う
こ
と
は
、
法
典
論
争
が
、
天
皇
制
家
族
国
家
主
義
体
制
の
確
立
に
、
意
外
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

断
行
派
の
見
解
は
、
少
な
く
と
も
家
族
制
度
や
国
体
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
論
争
」
の
過
程
で
統
一
的
法
典
の
即
時

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

実
施
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
此
擾
々
ク
ル
風
俗
習
慣
中
…
…
旧
来
ノ
栖
習
ヲ
破
リ
天
地
ノ
公
道
二
基
ク
ベ
キ
モ
ノ
甚
多
ジ
…
…

奮
ッ
テ
之
ヲ
打
破
シ
漁
除
ス
ル
コ
ト
ニ
カ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
（
土
這
這
幻
亨
記
年
距
麟
麟
麟
至
印
芸
繹
”
”
ヲ
）
、
「
前
向
き
」

の
姿
勢
を
、
い
つ
の
ま
に
か
強
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
事
実
、
婚
姻
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
系
譜
は
、
「
論
争
」
以
後
に
も
、
具

体
的
に
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
（
止
泣
翡
醗
一
鱈
譴
正
輝
這
茫
芦
渭
~
）
。
だ
か
ら
、
「
法
学
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
統
一
」
と
い
う
意
義
を
、
民

法
典
論
争
に
求
め
る
こ
と
は
ム
リ
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

う
こ
と
と
し
、
最
後
に
要
点
を
記
し
て
お
こ
う
。

x 

X 

長
し
て
い
っ
た
こ
と
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

X 

四
八

「論
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「
司
法
」

四
九

第
三
に
、
人
を
延
期
派
・
断
行
派
に
動
機
ず
け
た
も
の
は
、
多
分
に
「
学
閥
」
な
い
し
「
学
派
的
」
利
害
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ

の
み
を
絶
対
的
「
動
機
」
と
な
し
え
な
い
こ
と
前
言
の
通
り
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
民
法
典
論
争
が
、
「
明
治
絶
対
主
義
の
矛
盾
」

と
し
て
創
出
さ
れ
た
事
件
と
い
う
よ
り
も
、

、
、
、
、
、

義
の
発
展
過
程
に
お
け
る
、
支
配
者
間
の
新
法
典
の
編
纂
・
実
施
を
め
ぐ
る
「
主
導
権
争
い
」
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
争
い

「
反
動
化
」
し
た
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
地
主
層
を
根
幹
と
す
る
、
新
た
な
明
治
資
本
主

で
あ
れ
ば
、
明
確
な
二
派
の
対
立
と
し
て
固
定
的
に
規
定
す
る
の
は
正
し
く
な
い
け
れ
ど
も
、
山
田
顕
義
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
と
す
る

司
法
省
の
機
構
が
、
統
一
内
閣
へ
の
従
属
を
拒
否
せ
ん
と
し
た
動
向
を
―
つ
の
脈
絡
と
し
て
く
み
と
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
初
年
以
来
、

「
法
治
」
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
法
学
派
1
1
司
法
官
僚
が
、
近
代
法
の
適
用
に
よ
っ
て
産
業
資
本
の
成

長
に
第
一
に
貢
献
し
て
き
た
と
い
う
実
績
も
、
保
守
的
官
僚
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
る
延
期
派
の
攻
撃
を
促
す
大
き
い
要
因
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
三
点
を
更
に
実
証
的
に
、
今
後
追
求
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
民
法
典
論
争
の
家
族
制
度
史
上
の
意
義
」
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